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A２３０－２精神科地域移行実施加算

精神科地域移行実施加算は、精神障害者
の地域移行支援に係る取組を計画的に進め
ることにより、当該保険医療機関における入
院期間５年以上の入院患者のうち、退院した
患者（退院後３月以内に再入院した患者を除
く。）の数が１年間で５％以上減少の実績が
ある場合に、１年間算定する。
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精神科地域移行実施加算の施設基準

(１) 精神科を標榜する病院である保険医療機関に
おいて病棟を単位として行うものとすること。

(２) 区分番号「Ａ１０３」精神病棟入院基本料（15対
１入院基本料、18対１入院基本料及び20対１入
院基本料に限る。）、区分番号「Ａ１０４」特定機能
病院入院基本料（15対１精神病棟入院基本料に
限る。）、区分番号「Ａ３１２」精神療養病棟入院料
のいずれかを算定している病棟であること。
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病院の精神病床
の入院患者

5年以上の
入院患者数

退院

●精神病棟入院基本料
15対１入院基本料、
18対１入院基本料
20対１入院基本料

●特定機能病院入院基本料
15対１精神病棟入院基本料

●精神療養病棟入院料

上記の病棟の入院患者すべ
てに対し1年間算定

精神病床すべての入院
患者で病棟は関係ない。
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精神科地域移行実施加算の施設基準

(３) 当該病院に専門の部門（以下この項において「地域
移行推進室」という。）が設置され、医師、保健師、看護
師、作業療法士、精神保健福祉士による地域移行推進
のための体制が院内に確保されていること。

(４)  地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士が１名以
上配置されていること。なお、当該精神保健福祉士は、
入院期間が５年以上の入院患者の地域移行支援に係
る業務（当該患者又はその家族等に対して、退院後地
域で生活するに当たっての留意点等について面接等を
行うなどの業務）に専従していることが必要であり、業務
を行う場所が地域移行推進室である必要はないこと。

単なる例
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地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士とは?

入院期間が５年以上の入院患者の地域
移行支援に係る業務に専従していること
入院期間が５年以上の入院患者の地域
移行支援に係る業務に専従していること

精神科訪問看護、退院前訪問看護等を行っ
ている精神保健福祉士は、「入院期間が５年
以上の入院患者の地域移行支援に係る業
務」に専従しているとみなす。
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精神科地域移行実施加算の施設基準
(５)  当該保険医療機関における入院期間が５年

以上の入院患者数のうち、退院した患者（退院
後３月以内に再入院した患者を除く。）の数が１
年間で５％以上の実績（以下この項において「退
院に係る実績」という。）があること。

(６）退院に係る実績は、１月から12月までの１年
間における実績とし、当該要件及び他の要件を
満たしている場合は、翌年の４月１日から翌々
年の３月末日まで所定点数を算定できるものと
する。従って、１月から12月までの１年間の実績
において、要件を満たさない場合には、翌年の４
月１日から翌々年の３月末日までは所定点数を
算定できない。
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退院に係る実績

H19
1/1

H19
12/31

H20
4/1

H21
3/31

1年間算定

H21
4/1

H22
3/31

1年間算定退院に係る実績

H20
1/1

H20
12/31

H20年4月の
「精神科地域移行実施加算」の届出の考え方

1/1現在におけ
る5年以上の
入院患者数

※この期間に5年以
上入院期間が到来
し退院した場合は、
次回の「退院に係る
実績」となることに
注意
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「退院に係る実績」の公式

１月１日において入院期間
が５年以上である患者数

１月１日において入院期間が５年以上である
患者のうち、１月から12月までの間に退院し
た患者数

（退院後３月以内に再入院した患者を除く。）
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精神科地域移行実施加算の施設基準

(７) (６)にかかわらず、当該施設基準の届出を初めて行う
場合は、届出を行う月の前月から遡って１年間における
退院に係る実績が５％以上であれば足りるものとし、届
出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受
理した場合は、翌月の１日から翌年の３月末日まで所
定点数を算定することができるものとする。また、月の
初日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該
初日から翌年の３月末日まで所定点数を算定すること
ができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなった
ため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行
う場合は、(６)によるものであること。

(８)  死亡又は他の医療機関への転院による退院について
は、退院に係る実績に算入しない。
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退院に係る実績

H20
1/1

H20
12/31

H19
6/1

H20
5/31

H20
7/1

H21
3/31

9ヶ月算定

H21
4/1

H22
3/31

1年間算定

H20年5月以降(例えば7月)の
「精神科地域移行実施加算」の届出の考え方

1/1現在におけ
る5年以上の
入院患者数

退院に係る実績
届出月6/1～30

「退院に係る実績」は、
6/1～5/31までの間の
5年以上の入院患者

の退院
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初めて届出を行う場合

1.対象患者は、1/1でなければ、①+②の患者となる。
2.算定可能期間は、届出の翌月となるので、3ヶ月以内に戻っ
てきて、「退院に係る実績」が満たさなくなった場合、取り下げ
が必要。

「退院に係る実績」の期間

～3/31

5年以上

5年以上①

②
算定期間
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A２３０－３精神科身体合併症管理加算

(１) 精神科身体合併症管理加算は、精神科を
標榜する保険医療機関であって、精神科以
外の診療科の医療体制との連携が取られて
いる病棟において、精神病床に入院している
身体合併症を併発した精神疾患患者に対し
て、精神疾患、身体疾患両方について精神
科を担当する医師と内科又は外科を担当す
る医師が協力し、治療が計画的に提供される
ことを評価したものである。
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(２) 当該加算は、当該疾患の治療開始日から７
日間に限り算定できるものであり、同一月におい
て同一疾患に対して１回に限り算定できる。

(３) 精神科身体合併症管理加算の注に規定する
厚生労働大臣が定める身体合併症のうち、肺炎
については、抗生物質又はステロイドの投与を
要する状態、意識障害については、意識レベル
に関わらず、規定された疾患や手術後によるせ
ん妄状態に準ずる状態である。

A２３０－３精神科身体合併症管理加算
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精神科身体合併症管理加算の施設基準

① 精神科を標榜する病院であって、当該保険医
療機関に専任の内科又は外科の医師が１名
以上配置されていること。

② 必要に応じて患者の受入が可能な精神科以
外の診療科を有する医療体制との連携（他の
保険医療機関を含む。）が確保されていること。

非常勤でもよい
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①

②
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精神科身体合併症管理加算の施設基準

●「Ａ１０３」精神病棟入院基本料
（10対１入院基本料、15対１入院基本料）

●「Ａ１０４」特定機能病院入院基本料
（精神病棟である７対１入院基本料、 10対１

入院基本料及び15対１入院基本料に限る。）
●「Ａ３１１」精神科救急入院料
●「Ａ３１１－２」精神科急性期治療病棟入院料
●「Ａ３１４」認知症病棟入院料

のいずれかを算定している病棟であること。



18

18対1の病棟

15対1 20対1 18対1
身
体
合
併
症

対
象
患
者

身
体
合
併
症

対
象
患
者

傾斜配置している病棟傾斜配置している病棟

精神科身体合併症管理加算
算定可能


